
仕  様  書 

 

１ 件  名 令和８年度健診用器具貸出等業務委託 

２ 業務内容 

(1) 健診用器具（滅菌済）の貸出等 

   次のア～ウの業務を実施すること。 

  ア 各学校の健診日前日までに、委託者が別途指示する数量の滅菌済みの健診用器具を、各学

校に配送により貸し出すこと。 

    また、貸し出す際、各学校に対し、必要事項を記載した健診用器具貸出業務報告書を提出

すること。 

イ 健診用器具は消毒盤に詰め、消毒盤を滅菌パックすること。 

  ウ 上記アにより貸し出しした健診用器具は、各校の健診終了後、回収すること。 

また、その際、健診用器具貸出業務報告書に学校の確認印を得た上で受領すること。 

(2) 健診用器具の滅菌処理等 

   次のア～ウの業務を実施すること。 

ア 委託者が所有する健診用器具（別紙１）は、全て滅菌処理を行い、別途指示する数量の器

具を消毒盤に詰め、消毒盤を滅菌パックすること。 

イ 各学校の健診日前日までに、上記アの健診用器具を、受託者が別途指示する学校に配送す

ること。 

なお、委託者が所有する健診用器具の必要数が不足する場合、受託者は、不足する健診用器

具を貸し出すこと。 

また、その際、必要事項を記載した健診用器具滅菌業務報告書を提出すること。 

ウ 上記イにより配送した健診用器具は、各学校の健診終了後の回収に加え、全ての学校で健

診が終了した後回収し、滅菌処理後、委託者に返却すること。 

３ 予定数量 

  別紙２のとおりとする。 

  なお、管理料については、健診用器具の配送及び回収１往復につき１回とする。 

４ 委託施設 

  別紙１のとおりとする。 

５ 貸出（配送）・回収の工程 

(1)  健診用器具（滅菌済）の貸出等 

ア 貸出（配送）・回収の工程は次のとおりとする。 

滅菌済みの健診用器具を学校へ貸出（配送）→学校から回収 

イ 健康診断における貸出（配送）・回収計画については、学校等からの健康診断実施計画等

により日程を委託者から連絡するものとする。 

ウ 貸出（配送）・回収業務において、不具合が発生し、業務に大幅な変更等が生じる場合は、

速やかに委託者に報告し、別途協議するものとする。 



(2) 健診用器具の滅菌処理等 

ア 滅菌・配送・回収の工程は次のとおりとする。 

滅菌→学校へ配送→学校から回収→保管 

イ 健診における滅菌・配送・回収計画については、学校等からの健康診断実施計画により日

程を委託者から連絡するものとする。 

ウ 滅菌・配送・回収業務において、不具合が発生し、業務に大幅な変更等が生じる場合は、

速やかに委託者に報告し、別途協議するものとする。 

６ 保  管 

  委託者所有の健診用器具は、契約期間の間受託者が保管・管理する。 

７ 報  告 

  業務の完了にあたっては、業務完了届を市長あて提出するものとする。 

８ 委託者所有の器具の種類 

  別紙１のとおり 

９ 品質の保証 

  受託者は、滅菌品質を保証するため、医療関連サービス振興会が定める医療関連サービスマー

クの認定をうけた滅菌センターを所有しなければならない。 

10 緊急の対応 

受託者は、日程の変更などによる、緊急な健診にも対応できるようにしなければならない。 

11 その他 

(1) 暴力団排除措置に関する事項 

ア 受託者は、市が委託する業務において、当該契約の履行に当たり暴力団員等による不当要

求又は妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとと

もに、不当介入があった時点で速やかに警察への通報等を行うこと。 

イ 受託者は、上記アにより警察へ通報等行った場合には、速やかに業務を掌握する課長等に

その内容を書面により報告すること。 

ウ 受託者は暴力団員等による不当介入を受けたことにより業務に遅れが生じる等の被害が生

じた場合は、課長等と協議を行うこと。 

(2) 環境配慮事項 

   多賀城市は環境マネジメントシステムを運用し、地球環境保全に取り組んでいることから、 

業務の範囲内において環境に配慮した事項を可能な限り実行すること。 

(3) 一括再委託の禁止 

ア  受注者は業務のうち履行の全部、主要な部分又は契約金額のおおむね２分の１以上に相当

する部分を委任し、又は請け負わせることをしてはならない。 

イ 業務の一部を再委託しようとする場合には、再委託承諾申出書を発注者に提出し、承諾を

得なければならない。 

(4) この仕様に定めのない事項又はこの仕様に関し疑義が生じたときはその都度委託者と受託者

とが協議して定めるものとする。 



別紙１

宮城県多賀城市伝上山１丁目１番１号

宮城県多賀城市笠神５丁目８番１号

宮城県多賀城市新田字北３２０番地

宮城県多賀城市鶴ヶ谷２丁目２１番１号

宮城県多賀城市城南１丁目１７番１号

宮城県多賀城市八幡字六貫田１７２番地

宮城県多賀城市鶴ヶ谷１丁目９番１号

宮城県多賀城市南宮字八幡１７０番地

宮城県多賀城市笠神５丁目４番１号

宮城県多賀城市高崎２丁目２５番１号

数量

和辻 189
ハルトマン 48
和辻 614
ハルトマン 65

51

多賀城市立多賀城東小学校

項目

多賀城市立多賀城八幡小学校

消毒盤

鼻鏡（Ｍ）

鼻鏡（Ｓ）

○配送及び回収場所一覧

多賀城市立多賀城中学校

多賀城市立第二中学校

（小学校）

多賀城市立山王小学校

多賀城市立天真小学校

所在地配送・回収場所

配送・回収場所

多賀城市立多賀城小学校

所在地

（中学校）

多賀城市立城南小学校

○委員会所有器具の種類

多賀城市立東豊中学校

多賀城市立高崎中学校



別紙２

受診予定者数
使用予定数
（予備含む）

管理料 受診予定者数
使用予定数
（予備含む）

管理料

多賀城市立多賀城小学校 316 366 3 651 1,502 3

多賀城市立多賀城東小学校 245 285 2 469 1,088 2

多賀城市立山王小学校 410 480 2 845 1,950 2

多賀城市立天真小学校 177 207 2 365 840 2

多賀城市立城南小学校 290 340 3 630 1,450 3

多賀城市立多賀城八幡小学校 155 185 2 304 708 2

多賀城市立多賀城中学校 154 184 1 433 996 2

多賀城市立第二中学校 177 207 1 504 1,168 2

多賀城市立東豊中学校 89 109 1 247 574 2

多賀城市立高崎中学校 177 207 1 504 1,168 2

学校検診計 2,190 2,570 18 4,952 11,444 22

受診予定者数
使用予定数
（予備含む）

管理料 受診予定者数
使用予定数
（予備含む）

管理料

多賀城市立多賀城小学校 86 106 1 86 212 1

多賀城市立多賀城東小学校 75 95 1 75 190 1

多賀城市立山王小学校 118 148 1 118 286 1

多賀城市立天真小学校 46 66 1 46 122 1

多賀城市立城南小学校 106 136 1 106 262 1

多賀城市立多賀城八幡小学校 64 84 1 64 168 1

就学時健診計 495 635 6 495 1,240 6

合計 2,685 3,205 24 5,447 12,684 28

歯鏡

配送・回収場所
耳鏡・鼻鏡 歯鏡

○滅菌・器具貸出委託予定数量
（学校検診）

（就学時健康診断）

配送・回収場所
耳鏡・鼻鏡


